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序 

 

 県教育委員会では、教育委員会制度が導入されて以来、毎年、教育年報を発刊

し、本県教育の動向を明らかにして参りました。 

 

 平成23年３月11日の東日本大震災津波の発災から11年が経過し、被災した全て

の校舎の改築が完了するなど、復旧・復興に向けた取組は着実に進んできている

一方で、児童生徒の心のサポートなど今後とも重点的に取り組んでいかなければ

ならない多くの教育課題もあります。 

 

 このため、当教育委員会は、心のサポート体制の充実などの児童生徒一人ひと

りに寄り添った支援や災害の教訓を次世代へ継承する「いわての復興教育」の推

進に全力で取り組むとともに、「知・徳・体」を備え調和のとれた人間形成とい

う教育目的の実現に向けて、「いわて県民計画」のもとに現下の課題に適切に対

応しつつ、中長期的な展望も見据えながら、学校教育、生涯学習の推進などに取

り組んで参りました。 

 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、教育を取り巻く環境にも大き

な変化が生じていますが、岩手の児童生徒が、安全安心で生活・学習できるよう、

一人一台端末など、様々な環境整備にも取り組んで参りました。 

 

 この教育年報は、令和３年度における教育施策の概要や実績等を幅広く収録し

ております。 

 

 震災以来、本県の子どもたちに国内外の皆様方からいただきました多くの御支

援や励ましに対し、心から感謝申し上げますとともに、この年報が、教育に携わ

る方々はもとより、関係各位に広く活用していただければ幸いであります。 

 

  令和４年11月 

 

岩手県教育委員会 

 教育長 佐藤 博 



 

 

令和３年度版 岩手県教育年報について 

  

岩手県教育委員会では、令和元年度からの５年間を計画期間とする「岩手県教育振興計画」を

策定しました。 

この計画は、教育基本法第17条第２項に基づき、平成30年６月に策定された国の第３期教育振

興基本計画を参酌して地方自治体で策定することが求められている、岩手県における教育の振興

のための施策に関する基本的な計画として位置付けるものです。 

また、この計画は、今後の教育行政を推進していく上での、学校をはじめとした教育関係者等

の指針となるものですが、教育振興は教育関係者だけでなく、家庭や地域、企業、ＮＰＯなどの

様々な主体と連携し、一体となって取り組んでいく必要があることから、あらゆる主体が県の政

策推進の方向性などを共有し、それぞれが自らの取組を進めていくためのビジョンとなる「いわ

て県民計画（2019～2028）」との整合性を図りながら、岩手県の教育行政を推進していくうえで

の具体的な施策の内容を定めた計画となります。 

 令和３年度版岩手県教育年報は、この「岩手県教育振興計画」の施策の体系を基礎として、作

成しています。 

 なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災津波からの復興に向けた取組については第１

章として、新型コロナウイルス感染症に係る取り組みについては第２章として取りまとめまし

た。 

※ 東日本大震災津波被害状況及び令和２年度までの取組については、平成22～令和２年度版

「岩手県教育年報」を御覧ください。 
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